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令和３年度調査の概要 

 
１．関係府省庁名   

２．特例措置番号   

３．特定事業の名称  

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容 特殊な大型輸送用車両が通行することにより生じる道路への

影響及び他の交通に与える影響について調査を実施 

 

１．自動車の運行管理状況の確認 

・運行実績 

・通行する道路が他の交通と分離され、道路を遮断する状況 

・運行状況及び交通事故（危険な状況に陥ったケースを含む）

の有無について調査 

 

２．道路への影響の確認 

・道路構造の損傷の確認 

・道路構造の維持管理の確認 

② 調査方法 １．運送事業者に対して運行実績、運行状況及び交通事故発

生の有無等について書面による調査を実施 

２．当該地区港湾管理者等に対して道路構造の損傷、維持管

理等の状況について書面及びヒアリングによる調査を実施 

③ 調査対象 ・運送事業者 

・当該地区港湾管理者等 

④ 実施スケジュール ・調査票の配布     令和３年 11 月 

・調査票の回収     令和４年１月 

・調査結果とりまとめ  令和４年１月 

５．担当連絡先 

① 所属 国土交通省自動車局／港湾局 

② 役職 係員／係長 

③ 氏名 木内 健太／小野田 武 

④ ＴＥＬ 03-5253-8590／03-5253-8673 

⑤ ＦＡＸ 03-5253-1639／03-5253-1651 

⑥ メールアドレス kiuchi-k557b@mlit.go.jp／onoda-t852a@mlit.go.jp 

 

国土交通省 

1219 

特殊な大型車両による港湾物流効率化事業 
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様式 運行実績票 （調査期間 平成20年9月～令和3年12月）

事業名：特殊な大型用車両による港湾物流効率化事業 （重量単位：kg）

往復 積載物重量 事故等の有無（注） 道路への影響の有無（注）

回数 （ヒヤリハットを含む）

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

9 ～

10 ～

11 ～

12 ～

13 ～

14 ～

15 ～

16 ～

17 ～

18 ～

19 ～

20 ～

（注）「有」の場合は、詳細資料を添付して下さい。

※適宜、行を追加して下さい。

番号 走行年月日 運行時間 自動車登録番号 積載物貨物名
道路遮断による影響
の有無（注）
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１．規制所管省庁：国土交通省 ２．特定事業の番号：1219 ３．特定事業名：特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業

４．弊害の発生に関する調査

調査内容 道路構造の損傷等の発生状況

①道路構造の損傷 有：□、無：□ （有の場合は、その状況が解る資料について添付下さい。）
○○○ ○○部○○課

調査票記入者：○○○○ ② ①で有と回答した場合 （約 ○○○回/月 等具体的な数値でお答え下さい）

連絡先： 回答：（記載事例）
TEL ***-***-**** 特殊車両による走行台数が１日当たり○○台と多く、・・・・・・・・・・・
FAX ***-***-**** ・・・・・・○○について頻繁に路面が損傷しており（別添資料に示すとおり）、・・・・
MAIL ***@***.***.**

③ ①で無と回答した場合 （道路構造の損傷が発生していない理由について、可能な範囲でお答え下さい）

回答：（記載事例）
特殊車両が走行することに伴い、原因者である、新日鐵との協議の上、○○○○しているところ。（別添資料参照）

その○○○○に基づき、道路構造について、○○○○しており・・・・・・・・・・・・・

④舗装の構造について （特区実施前と実施後での構造に変化が有る場合は、構造の違いが分かる資料を添付下さい）
変更有：□、変更無：□ （実施者：○○○○） ←（変更有を選択した場合のみお答え下さい）

⑤道路構造の維持管理 有：□、無：□ （有の場合は、その状況が解る資料について添付下さい。）

⑥ ⑤で有と回答した場合 （約○回/○月等具体的な数値でお答え下さい）

回答：記載事例）

⑦ ⑤で無と回答した場合 （道路構造の維持管理が発生していない理由について、可能な範囲でお答え下さい）

回答：記載事例）

⑧道路構造の損傷等の調査 （損傷等調査を実施しておりましたら、具体的な数値を用いてお答え下さい）

調査項目
実 施 者： ○○○○

頻 度： ○回／月 又は○回/運行 毎に、特殊車両が走行する路面の調査を実施している。

内容・方法： ○○○を用いて○○○の部分を○○○等している。（調査方法（例：目視）について具体的にお答え下さい）

補修頻度： 現在、特殊車両の運行が、○回/月（又は○回/運行）と、○○○であるため、○○している。

補修基準： ○○○を超えた場合に実施する。(基準：別添資料）

補修内容： ○○○の補修を実施。（これまでに補修実績のある場合は、その内容が分かる資料を添付してください。）

⑨特区実施に当たっての協議内容等の遵守について （取り交わしている協議内容の遵守状況をお答え下さい）

■ ○○○に関する協定
第○条 ○○○○については、△△により実施されているところであり、□□□している。
第○条 ○○○○については、△△により実施されているところであり、□□□している。

■ △△△に関する協定
第○条 ○○○○については、△△により実施されているところであり、□□□している。
第○条 ○○○○については、△△により実施されているところであり、□□□している。

⑩特殊車両通行による弊害について （これまでの運行実績より弊害の有無、内容等をお答え下さい）

特殊車両による走行台数が１日当たり○○台と多く、・・・・・・・・・・・、特区実施時間帯によっては、周辺道路の利用に・・・
地域住民や周辺道路利用者、運送事業者等より、・・・・・・・・・について・・・・・・等の苦情が出てきている。

⑪ その他 （上記以外で特段の事項が御座いましたら具体的にお答え下さい。）

令和３年度調査票（規制の特例措置用）

特殊車両による走行台数が１日当たり〇〇台と多く、・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・〇〇について頻繁に路面が頻繁に損傷しており、別紙資料に示すとおり、・・・・・・・・・・・・

特殊車両が走行することに伴い、原因者である□□(運送事業者）と協議の上、〇〇〇しているところ。（別添資料参照）
その〇〇〇(□協定書）に基づき、道路構造の維持管理については、〇〇〇しており、・・・・・・・・・・・・
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（別添） 

□ 特殊な大型車両による港湾物流効率化事業における障害の発生に関する調査 

    

 

（記入者 所属・氏名：                    ） 

 

※ 該当する番号に○を付すとともに、理由等具体的に記述をして下さい。 

※ 欄が足りない場合には、別紙等によりご対応下さい。 

 

Ｑ１ これまでに運行実績がありますか。    

①  ある  →Ｑ２へ 

 ② ない  →Ｑ４へ 

 

Ｑ２  運行状況についてご回答下さい。 

 

Ｑ２－１ これまでの運行実績をご回答下さい。（運行実績表（様式）も提出願います。）

    

① 運行は不定期であり、年間で数日の通行である。→Ｑ２－２へ 

② 運行は定期であるが、年間で数日の通行である。→Ｑ２－２へ 

③ 運行は定期であり、頻繁に通行している。   →Ｑ３へ 

 

 

Ｑ２－２ 運行実績が少ない理由をご回答下さい。           →Ｑ３へ 
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Ｑ３ 交通の状況等についてご回答下さい。 

Ｑ３－１ 交通事故（ヒヤリハットを含む。）やその他の交通に与える影響の有無につ

いてご回答ください。 

交通事故（ヒヤリハットを含む）が有る場合は、その詳細を記述して下さい。 

 

 

 

 

 

Ｑ３－２ 交通安全の確保など他の交通に配慮している点について、具体的に記述し

て下さい。 

例）現地における注意喚起、運行計画等へ安全確保に関する確認事項を記載、

荷物の固縛についての確認マニュアルの作成など 

 

 

 

 

 

 →Ｑ４－２へ 
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Ｑ４ 今後の運行計画等についてご回答下さい。   

＜Ｑ１で②を選択＞ 

Ｑ４－１ 運行実績がない場合、その理由を記述して下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

Ｑ４－２ 今後（将来）の計画（導入予定の車両を含む。）を具体的に記述して下さい。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和３年度 規制の特例措置の評価に関する調査 
 

 

 

 

 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。 
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目）  

 

Ｑ１－１ 

本特定事業の現在の進捗段階は特区認定時の予定どおりですか。あてはまる

ものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる 

２．予定どおりに進んでいる 

３．予定より遅れている 

⇒「１．」「３．」を選択した場合 → Ｑ１－２へ 

 「２．」を選択した場合 → Ｑ２－１へ 

 

Ｑ１－２ ＜Ｑ１－１で「１．」「３．」を選んだ地方公共団体への質問＞ 

予定より進んでいる（遅れている）理由を具体的にご記入下さい。特に遅れて

いる場合、以下の事項についてお気づきの点があればご記入ください。 

・本特定事業における要件・手続きに関する事項 

・本特定事業に関連する他の法制度等に関する事項 

・現場での事業運営上の事項 

 

Ｑ２－１ 

本特定事業による効果は発現していますか。あてはまるものを選んでくださ

い（１と２は重複回答可）。また、その内容・理由について具体的にご記入く

ださい。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒「１．」「２．」を選択した場合 → Ｑ２－２へ 

 「３．」「４．」を選択した場合 → Ｑ３へ 

 

Ｑ２－２ ＜Ｑ２－１で「１．」「２．」を選んだ地方公共団体への質問＞ 

本特定事業により発現した効果は、地域の活性化につながっていますか。経済

的効果と社会的効果の面から、具体的にご記入ください。 

・経済的効果（雇用の創出、産業への波及、費用の節減等） 

・社会的効果（地域の高齢者の社会参加や活力向上、住民のまちづくりへの

取組み意識の向上等） 
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Ｑ３ 

本特定事業の実施にあたって、地方公共団体としてどのような役割を果たし

ていますか。また、特定事業者に対して何らかの支援を行いましたか。具体的

にご記入ください。 

 

Ｑ４ 

本特定事業がより活用されるように、貴地域において工夫されていることが

あれば、具体的にご記入ください。 
 

Ｑ５ 

本特定事業が成功するための最も重要な鍵は何と考えますか。具体的にご記

入ください。 
 

Ｑ６ 

本特定事業の実施で、他地域ではおそらく発現しないと思われる、貴地域特有

の条件による効果等がありますか。具体的にご記入ください。 
 

Ｑ７ 

本特定事業をより効果的・効率的に推進するために、追加で緩和することが望

ましい規制事項等があれば、具体的にご記入ください。 

 

Ｑ８ 

本特定事業の将来に向けての展望など、ご自由にご記入ください。 

 

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（規制の特例措置ごとに異なる質問項目） 

                             

特例措置番号 １２１９ 

特定事業の名称 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業 

特例措置の内容 保安基準に適合しない特殊な大型輸送用車両が、港湾内の

道路において、貨物の運搬を行う場合、車両の寸法、重量及

び走行性能のうち、地方運輸局長が車両ごとに指定した項

目について、保安基準を適用しないことにより、走行が可能

となる。 

 

まず、質問票１にある共通質問項目Ｑ１～Ｑ８までの回答を地方公共団体に

おいてご記入ください。 

次に、質問票２にあるＱ９に進んでください。Ｑ９～Ｑ１６については 特区

実施事業者からご意見を聴取の上、地方公共団体でご記入ください 。 
 
Ｑ９ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

貴事業所において、車両の寸法、重量又は走行性能に関して本特例措置を適用

した車両の走行実績はありますか。 

 

 

 

 

 

 

⇒ 回答欄９ 

 

Ｑ１０ ＜Ｑ９で「2.ない」と回答した 特区実施事業者 への質問＞ 

本特例措置を活用していない理由及び本特例措置の内容や要件等に対するご

要望があれば併せてご記入ください。また、本特例措置を活用する予定の有無

についても併せてご記入ください。 

⇒ 回答欄１０ 

 

Ｑ９で「2.ない」と回答した地方公共団体への質問はこれで終わりで

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

1. ある    2.  ない 

次のＱ１０にお進みください。 

Ｑ１０を一つ飛ばし、Ｑ１１にお進みください。 
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Ｑ１１ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

車両の寸法、重量又は走行性能に関して本特例措置を適用した車両の走行経

路箇所を、地図を用いて具体的にお示しください。 

 

⇒ 回答欄１１ 

 

Ｑ１２ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

車両の寸法、重量又は走行性能に関する本特例措置の適用により、1回で運べ

る貨物の数量（個数や重量）はどの程度増加しましたか。貨物の種類ごとの最

大輸送個数や重量を従前と比較してそれぞれご記入ください。なお、その貨物

が本特例措置の適用により新たに輸送可能となった貨物の場合は、その旨を

ご記入ください。 

（例） 最大輸送個数 貨物Ａ **個→**個 

    最大輸送重量 貨物Ａ **t→**t 

 

⇒ 回答欄１２ 

 

Ｑ１３ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

車両の寸法、重量又は走行性能に関する本特例措置の適用を受けた車両によ

る輸送の通算回数及び頻度を、従前（本特例措置を適用しない車両による輸

送）と比較してご記入ください。 

（例） 輸送回数 通算**回（**回／年）→通算**回（**回／年） 

 

⇒ 回答欄１３ 

 

Ｑ１４ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

車両の寸法、重量又は走行性能に関する本特例措置による輸送コスト低減効

果について、①輸送コスト削減額（通算及び年平均）、②輸送コスト削減率

（％）、③貨物 1個（あるいは１kg）の輸送にかかるコストの従来比等により

定量的に把握してご記入ください。また、④削減された輸送コストの費目につ

いても可能な範囲でご記入ください。 

（例） ①輸送コスト削減額  ****円（年平均 ****円） 

    ②輸送コスト削減率  **％ 

    ③輸送コスト(円/1個)  ****円→****円 

     輸送コスト(円/1Kg)  ****円→****円 

    ④削減されたコスト  燃料費、人件費（ドライバー、荷積み・荷卸

し作業員）等 

  ※他に低減効果がわかる指標があれば適宜ご記入ください。 

 

⇒ 回答欄１４ 
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Ｑ１５ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

車両の寸法、重量又は走行性能の規制が緩和されたことによるＣＯ２排出量

の低減効果について、①ＣＯ２排出量の削減量（ｔ）、②総排出量に対するＣ

Ｏ２排出量の削減率（％）をご記入ください。また、ＣＯ２排出量の削減によ

り得られた効果があれば併せてご記入ください。 

（例） ①ＣＯ２排出量の削減量 **t（**t／年） 

    ②ＣＯ２排出量の削減率 **％ 

 

⇒ 回答欄１５ 

 

Ｑ１６ ＜特区実施事業者 への質問＞ 

輸送コスト及び CO2 排出量の削減のほか、車両の寸法、重量又は走行性能の

規制が緩和されたことによる効果があれば具体的にご記入ください。また、こ

れらの効果が事業へ与えた影響があれば、その内容を具体的にご記入くださ

い。 

（例）・これまで輸送することができなかった貨物Ａの輸送が可能となった 

   ・本特例措置の効果を踏まえ、特区内における事業規模を拡大した 等 

 

⇒ 回答欄１６ 

 

Ｑ１７ ＜地方公共団 体への質問＞ 

本特例措置の適用が貴港湾の競争力向上に寄与しましたか。いずれかあては

まるものを選んでください。また、その内容を具体的にご記入ください。 

１ 寄与した  （記入例）港湾で取扱う貨物量が増加した。 

２ 寄与しない （記入例）特に寄与したとは思わない。 

 

⇒ 回答欄１７ 

 

Ｑ１８ ＜地方公共団 体への質問＞ 

本特例措置の適用が貴港湾内における他の交通に何らかの影響を及ぼしまし

たか。いずれかあてはまるものを選んでください。また、その内容を具体的に

ご記入ください。 

１ 影響があった  （記入例）交通事故の危険性が増した。 

２ 影響はなかった （記入例）特に影響はなかった。 

 

⇒ 回答欄１８ 

 

 

   質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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番号 1219
特定事業の名称 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業
措置区分 告示・通達
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

・道路運送車両の保安基準第55条第１項、第56条第１項及び第57条第１項に規定す
る国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成１５年国土交通省告示第
1320号）
・基準緩和自動車の認定要領について（平成９年９月19日自技第193号）

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

道路運送車両の保安基準（以下「保安基準」という。）第55条に基づき、以下の場
合に限り、地方運輸局長の認定により基準の緩和を認めている。
①長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる構造を有する車
両については、保安基準第55条第１項に規定する告示に基づき、寸法、重量等の基
準の緩和を認めている。（ただし、保安基準第８条第１項に基づく車両の走行性能
に係る基準については、緩和は認められていない。）
②分割可能な貨物を運搬する車両については、特例８車種に限り、車両総重量（保
安基準第４条、上限36ｔ）及び軸重（保安基準第４条の２）の緩和を認めている。

特例措置の内容 港湾施設である道路（港湾法第２条第５項及び第６項に規定する道路をいう。以下
単に「道路」という。）において、貨物の流通の効率化を図る観点から保安基準に
適合しない専用架台輸送用大型車両等特殊な車両で貨物(分割可能な貨物を含
む。）の運搬を行おうとする場合、以下の要件を満たしていると地方公共団体が認
めて、内閣総理大臣に構造改革特別区域計画を申請し、その認定を受けたときは、
車両の寸法（長さ、幅、高さ）、重量（車両総重量、軸重、隣接軸重及び輪荷重）
及び走行性能（原動機の動力不足等により円滑な走行に支障を生じるおそれがない
と判断される場合に限る。）のうち、地方運輸局長が車両ごとに指定した項目につ
いて、緩和を受けることができることとする。
１．構造改革特別区域計画を作成する地方公共団体又は実施主体（自動車の使用
者）が、その責任において、道路を適切に管理するための措置（※１）を確実に実
施すること。なお、この判断は港湾管理者が行うこととする。
（※１）道路を適切に管理するための措置とは、以下のような措置をいう。
（ア）事前に道路の構造等の施設の安全性を確認すること。
（イ）必要に応じて、舗装の維持、修繕等に係る費用の負担等に関して互いに協議
すること。
２．港湾管理者、当該区域を所管する警察署、地方運輸局等の関係機関が調整した
方法により、通行する道路が他の交通と分離され、遮断（※２）されること。
（※２）具体的な遮断方法としては、物理的な遮断機等による遮断のほか、保安員
による遮断等でもよい。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

地方公共団体が構造改革特別区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた後、実
施主体が地方運輸局長に対し本特例措置に基づく基準緩和の申請を行い、認定され
ること。
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１２１９ 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業 
 
１．特例を設ける趣旨 

港湾施設である道路において、輸送の効率化を図るため、保安基準に一部

適合しない特殊な大型輸送用車両を用いる場合、当該車両が通行可能となる

よう車両の寸法及び重量等保安基準に関する特例措置を設けるものです。 
 
２．特例の概要 

港湾施設である道路において、道路運送車両の保安基準に適合しない特殊な

大型輸送用車両で貨物(分割可能な貨物を含む。）の運搬を行う場合、以下の要

件を満たせば、車両の寸法（長さ、幅、高さ）、重量（車両総重量、軸重、隣

接軸重及び輪荷重）及び走行性能（原動機の動力不足等により円滑な走行に支

障を生じる恐れがないと判断される場合に限る。）のうち、地方運輸局長が車

両ごとに指定した項目について、緩和を受けることができるようにするもので

す。 
 

① 構造改革特別区域計画を作成する地方公共団体又は実施主体（自動車の使

用者）が、その責任において、道路を適切に管理するための措置（※１）を

確実に実施すること。なお、この判断は港湾管理者が行うこと。 
（※）道路を適切に管理するための措置とは、以下のような措置をいう。 
（ア）事前に道路の構造等の施設の安全性を確認すること。 
（イ）必要に応じて、舗装の維持、修繕等に係る費用の負担等に関して互い 

   に協議すること。 
② 港湾管理者、当該区域を所管する警察署、地方運輸局等の関係機関が調整

した方法により、通行する道路が他の交通と分離され、遮断されること。 
 
３．基本方針の記載内容の解説 

・ 「道路の構造等の施設の安全性を確認すること」としては、例えば、道

路の舗装、道路の幅員、道路にある埋設物、道路の構造耐力などがあり

ます。 
・ 「必要に応じて、舗装の維持、修繕等に係る費用の負担等に関して互い

に協議する」とは、例えば、当該特例措置の緩和を受けた車両が通行す

る道路の維持、修繕等に係る費用の負担等に関して、港湾管理者、特区

計画を作成する地方公共団体及び実施主体が協議し、協定を結ぶことが

想定されます。 
・ 「道路が遮断される」としての具体的な遮断方法としては、物理的な遮
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断機等による遮断の他、保安員による遮断等の方法をいいます。 

・ 「地方運輸局長が車両ごとに指定した項目」としては、特区の基準緩和

申請の認定により指定することになります。 

 
４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

特区申請に当たり、通行する道路が他の交通と分離され、道路が遮断され

るとして、港湾管理者、当該区域を所管する警察署及び地方運輸局等の関係

機関と調整した年月日及びその方法の記載が必要です。 

 

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 
特になし 
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番号
都道府
県名

申請地方
公共団体

名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特
例措置の

番号
規制の特例措置の名称 認定回

1 千葉県
千葉県、
木更津市

木更津港湾物流
効率化特区

木更津市の区域の一
部（木更津港木更津南
部地区公共埠頭周辺
地域）

木更津港は京葉工業地帯の一翼を担う港で、大
型船の接岸可能な公共岸壁（－１２ｍ）も整備され
ている。周辺に立地する鉄鋼関連企業は、近年、
中国を中心に輸出が好調で、企業内の専用埠頭で
は出荷能力に余裕がない状況にある。しかし、これ
まで陸上輸送の規制から大型公共岸壁の能力を
十分活かすことができなかった。このため、工場か
ら公共岸壁に至る間において特殊な大型車両（最
大積載量約１４０トン）を利用した効率的な貨物の
輸送を可能とすることで、公共埠頭の一層の利用
促進と企業の物流コスト削減を実現し、立地企業
の競争力の強化と産業の活性化を図り、市の基本
方向の１つでもある「活力あふれる産業づくり」の実
現を目指す。

1219
・特殊な大型車両による港湾
物流効率化事業

第１０回
平成18年3月31日認

定

2 福岡県 北九州市
北九州港湾物流
効率化特区

北九州市の区域のう
ち、戸畑区の区域の一
部（北九州港戸畑地区
公共埠頭周辺地域）

北九州港戸畑地区の新日鐵住金㈱八幡製鐵所
は、年間３百万トンの鉄鋼製品を所内専用岸壁で
船積し、国内外へ海上輸送しているが、出荷量増
加に伴う「専用岸壁の出荷能力不足」、小倉工場高
炉休止計画に伴う「同工場への素材鉄供給」及び
製品の多品種小ロット化に伴う「コンテナ出荷拡大
への対応」が課題となっている。
本特例措置により、戸畑工場と戸畑公共埠頭間

において、特殊大型車両の通行を可能とし、戸畑
公共埠頭を活用して、国内・小倉工場向け出荷能
力を確保する。また同地区にコンテナ出荷用倉庫
を建設し、ひびきコンテナターミナルを活用した輸
出ルートを拡充する。これらにより、地域産業の活
性化や雇用の確保を図る。

1219
・特殊な大型輸送用車両によ
る港湾物流効率化事業

第４７回
平成31年3月20日

規制の特例措置を適用した特区計画の一覧

28



 

 

特例措置番号１２２８の関連資料 

 

① 特例措置の評価・調査経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

② 関係府省庁説明資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

③ 関係府省庁の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

④ 評価調査委員会の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・１６ 

⑤ 評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表 ・・・・・・・・・・２８ 

⑥ 評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル ・・・・・・・２９ 

⑦ 規制の特例措置を適用した特区計画の一覧 ・・・・・・・・・・・・３６ 

資料５ 



構造改革特別区域評価・調査委員会
地域活性化部会資料

令和３年１０月２０日（水）
内閣府地方創生推進事務局

民間事業者による公社管理道路運営事業（1228）
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特例措置の評価・調査経緯
民間事業者による公社管理道路運営事業（1228）
＜これまで＞
道路整備特別措置法に基づく有料道路制度は、道路の整備を促進するため、借入金により整備し、通行料金を徴収してその返済に充て
ることとしているが、公社管理有料道路における料金の徴収主体は、地方道路公社に限定されている。

＜主な要件＞
○公社管理道路の交通の利便の増進に支障を生じないことが確認されること。
○公社管理道路の近傍に立地する商業施設等を運営する事業と連携して公社管理道路の運営等を実施すること。
○公社管理道路運営権者は公社と公共施設等運営権実施契約を締結すること。
〇公社管理道路運営権者が徴収する利用料金は、公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた上限の範囲内で定めること。
○公社は、公社管理道路運営権者から公社管理道路運営権の設定の対価を徴収すること。

＜取り巻く環境の変化＞
民間事業者による公社管理道路の運営を認め、民間企業の経営ノウハウを活用することで、民間事業機会を創出するとと
もに、良質な利用者サービスを提供すること等により、地域の活性化を図ることが求められている。

＜関係法令等＞
○道路整備特別措置法 第10条第１項、第11条第１項、第15条第１項等
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第17条、第22条第１項、第23条第２項

認定計画数：１件【国家戦略特区で活用】（令和３年３月末現在）

～愛知県 国家戦略特別区域～（平成２７年９月区域計画認定）

愛知県道路公社が保有する公社管理道路８路線について、平成２８年１０月から「愛知道路コ
ンセッション株式会社」に運営権を譲渡。

ＰＡにおける利便性向上の取組（地域産品ＰＲイベント開催、リニューアル工事）や、沿線
開発による地域活性化により、利用者の拡大を図る。

◎実際の取組事例

構
造
改
革
特
区
の
活
用 公共施設等運営権を有する民間事業者に通行料金徴収権限を付与

する等、民間事業者による公社管理道路の運営を可能とする。
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特例措置の評価・調査経緯
これまでの評価・調査経緯
評価時
期

評価の
内容

評価の判断理由 今後の対応方針

平成30年度
(H31.3.18)

その他
（2021年
度に改め
て評価を
行う。）

評価・調査委員会による調査では、
・民間事業者への運営権譲渡以降、通行台数や運営権対価等収入が増加するな
どの効果がある。
・ＩＴを活用した「デジタル維持管理システム」の導入による管理業務の効率
化や、パーキングエリアの大規模リニューアルや各種企画の実施など、民間の
ノウハウを活用したサービス改善の取組により利用者・売上の増加につながっ
ている。
・契約時には想定していなかった事象が発生し、その費用分担について公社と
運営権者とで協議が行われている。
・当該特例を活用しているのが、供用延長や料金収入が全国でも上位の優良道
路であり、特例の全国展開に当たっては各有料道路の経営状況などにより、得
られる効果の程度に差が生じると考えられる。
との回答があった。
関係府省庁による調査では、
・現在のところ、交通量・料金収入については概ね順調に推移している。
・今後は、需要変動の他に物価変動や競合路線の影響により、計画上減収にな
る期間もあると見込まれており、減収分が公社負担となる可能性もあることか
ら、現時点で正確な見通しは判断出来ない。
との回答があった。
また、関係府省庁としては、当該特例の活用事例は１件のみであり、かつ、現
時点では事業開始からわずか２年が経過した段階であることから、事業の活用
状況等について判断する段階には至っていない。従って、全国展開による弊害
の発生の有無について判断するのは時期尚早と考えているとのことであった。
地域活性化部会の審議においては、大規模災害や景気変動等の事業への影響に
ついては事例がないものの契約や監査が適正であれば問題はないと考えられ、
一般的に民間事業者の手法を活用することによる事業の合理化は見込まれるも
のであり、関係府省庁はこの取組を促進すべきであるとの意見があった。

関係府省庁は、現在認
定されている特区におけ
る新たな効果・弊害の発
生について引き続き情報
収集するとともに、他の
公社管理道路での民間事
業者による運営が進むよ
う情報提供・周知・助言
を行う。また、大規模災
害や景気変動等が起きた
場合にも事業の円滑な運
営がなされるかどうかに
ついても検証を行う。関
係府省庁はこれらの取組
状況を２０２１年度に評
価・調査委員会に報告し、
評価・調査委員会はその
報告に基づき改めて評価
を行う。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会 地域活性化部会
（第７５回会合）

令和３年１０月２０日

国土交通省
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令和３年度調査の概要 

 
１．関係府省庁名   

２．特例措置番号   

３．特定事業の名称  

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容 現在コンセッションを行っている道路管理者である愛知県道

路公社に対し、運営権者が道路の維持管理等を行ったことに

よる影響及び今後の見込みについて調査を実施。 

１．運営権対価の支払いによる償還が予定通りか。今後の償

還見込み。 

２．愛知県道路公社運営時と運営権者運営時（コロナの影響

を受ける以前を含む）の通行台数及び料金収入を比較。

今後の見通し。 

３．維持管理・運営状況について愛知県道路公社の要求水準

の達成状況及び是正措置等を講じた案件がある場合は

具体的な内容。現在提示している維持管理における要求

水準以外で今後運営権者と協議が必要な案件。 

４．運営権者がコンセッションを行うにあたり運営権者の創意

工夫等で成果があったか。 

５．運営権者が交通の円滑化に資する取り組みを行っている

か。ある場合は具体的な内容。 

６．運営権者の運営により、地域活性化に資する取り組みは

あるか。ある場合その具体的な内容。 

７．コンセッションが影響して利用者からの苦情等があった

か。ある場合はその具体的な内容。 

８．愛知県道路公社及び運営権者において、コンセッション導

入により課題が生じているか。いる場合はその具体的な内

容。 

② 調査方法 愛知県道路公社に対しアンケート調査を行い、必要に応じて

ヒアリングを実施する。 

③ 調査対象 愛知県道路公社 

④ 実施スケジュール 調査票の配布     令和３年 11 月 

調査票の回収     令和４年１月 

調査結果とりまとめ  令和４年１月 

※必要に応じ、ヒアリングを実施。 

国土交通省 

１２２８ 

民間事業者による公社管理道路運営事業 
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５．担当連絡先 

① 所属 国土交通省道路局高速道路課 

② 役職 係長 

③ 氏名 三井 直樹 

④ ＴＥＬ 03-5253-8499 

⑤ ＦＡＸ 03-5253-1619 

⑥ メールアドレス mitsui-n23g@mlit.go.jp 

 

 

【記載要領】 

 

① 調査内容 ※どのような弊害を想定し、何を明らかにするための調査か

を記入してください。具体的には以下のとおり。 

・特定事業の実施状況について 

・特定事業を実施できていない原因について 

・規制の特例措置の実施に支障がないかについて 

 

② 調査方法 ※原則書面の送付による調査とします（電子メールを含む）。 

※書面調査を行った上で、ヒアリング、現地調査等、必要に応

じて追加的に行う調査方法があれば記入してください。 

 

③ 調査対象 ※調査の対象となる全ての主体を具体的に記入してくださ

い。 

（認定地方公共団体、事業者の他、利用者等にも調査を行う

場合等、全ての対象を記入願います。） 

 

④ 実施スケジュール ※特段の事情がない限り、実施スケジュールは以下のとおり

お願いします。 

調査票の配布     令和３年 11 月 

調査票の回収     令和４年１月 

調査結果とりまとめ  令和４年１月 

なお、ヒアリング・現地調査を行う場合も、令和４年１月中にと

りまとめを終えるようにしてください。 
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（別添） 

□ 民間事業者による公社管理道路運営事業に関する調査     

（記入者 所属・氏名：                    ） 

 

※ 欄が足りない場合には、別紙等によりご対応下さい。 

※ 回答対応者が複数いる場合には、別紙等によりご対応下さい。 

 

Ｑ１ 運営権対価 

  運営権者による運営権対価の支払いにより、予定通りの償還を行っていますか。また、

今後の償還の見通しについても教えてください。 

 

 

Ｑ２ 路線別通行台数及び料金収入 

  以下の期間における路線別の通行台数及び料金収入を記述願います。 

 平成２７年４月～平成２８年３月までの実績値、計画値について（公社運営時） 

 令和２年４月～令和３年３月までの実績値、計画値及び今後の見通しについて（ARC

運営時） 

 平成３０年４月～令和元年３月までの実績値、計画値について（ARC運営時、新型

コロナウイルス感染症の影響を受ける以前） 

 

（次ページへ続く） 
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Ｑ３ 現在までの要求水準書の達成状況を教えてください。要求水準に達していないもの

がある場合は、具体的な内容、是正措置の有無及び是正方法を教えてください。要求水準

に達している場合でも、指示事項案件や再発防止を講じるよう要請した案件がある場合に

は、具体的な内容を教えてください。また、今後運営を行うにあたり、運営権者と協議が

必要な案件等はありますでしょうか。ある場合は具体的な内容及び対応方針を教えて下さ

い。 

 

 

Ｑ４ 運営権者のノウハウや創意工夫により、業務効率化につながる等、どのような成果

がありましたか。ある場合は具体的な内容を教えて下さい。 

 

 

Ｑ５ 運営権者の改築事業等で交通の円滑化に資するような取り組みを行っておりますか。

ある場合は具体的な内容を教えて下さい。 

 

（次ページへ続く） 
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Ｑ６ 運営権者の運営により、地域活性化に資する取り組みはされておりますか。されて

いる場合はその具体的な内容と成果を教えてください。（雇用の創出・地域住民の参加等） 

 

 

Ｑ７ 利用者から、コンセッションに関する意見（苦情等）はありましたか。ある場合は、

その具体的な内容を教えてください。 

 

 

Ｑ８ 愛知県道路公社及び運営権者において、コンセッション導入によって課題（事務手

続きの増加、責任分担の把握等）は生じていますか。生じている場合はその具体的な内容

を教えて下さい。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和３年度 規制の特例措置の評価に関する調査 
 

 

 

 

 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。 
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目）  

 

Ｑ１－１ 

本特定事業の現在の進捗段階は特区認定時の予定どおりですか。あてはまる

ものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる 

２．予定どおりに進んでいる 

３．予定より遅れている 

⇒「１．」「３．」を選択した場合 → Ｑ１－２へ 

 「２．」を選択した場合 → Ｑ２－１へ 

 

Ｑ１－２ ＜Ｑ１－１で「１．」「３．」を選んだ地方公共団体への質問＞ 

予定より進んでいる（遅れている）理由を具体的にご記入下さい。特に遅れて

いる場合、以下の事項についてお気づきの点があればご記入ください。 

・本特定事業における要件・手続きに関する事項 

・本特定事業に関連する他の法制度等に関する事項 

・現場での事業運営上の事項 

 

Ｑ２－１ 

本特定事業による効果は発現していますか。あてはまるものを選んでくださ

い（１と２は重複回答可）。また、その内容・理由について具体的にご記入く

ださい。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒「１．」「２．」を選択した場合 → Ｑ２－２へ 

 「３．」「４．」を選択した場合 → Ｑ３へ 

 

Ｑ２－２ ＜Ｑ２－１で「１．」「２．」を選んだ地方公共団体への質問＞ 

本特定事業により発現した効果は、地域の活性化につながっていますか。経済

的効果と社会的効果の面から、具体的にご記入ください。 

・経済的効果（雇用の創出、産業への波及、費用の節減等） 

・社会的効果（地域の高齢者の社会参加や活力向上、住民のまちづくりへの

取組み意識の向上等） 
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Ｑ３ 

本特定事業の実施にあたって、地方公共団体としてどのような役割を果たし

ていますか。また、特定事業者に対して何らかの支援を行いましたか。具体的

にご記入ください。 

 

Ｑ４ 

本特定事業がより活用されるように、貴地域において工夫されていることが

あれば、具体的にご記入ください。 
 

Ｑ５ 

本特定事業が成功するための最も重要な鍵は何と考えますか。具体的にご記

入ください。 
 

Ｑ６ 

本特定事業の実施で、他地域ではおそらく発現しないと思われる、貴地域特有

の条件による効果等がありますか。具体的にご記入ください。 
 

Ｑ７ 

本特定事業をより効果的・効率的に推進するために、追加で緩和することが望

ましい規制事項等があれば、具体的にご記入ください。 

 

Ｑ８ 

本特定事業の将来に向けての展望など、ご自由にご記入ください。 

 

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（規制の特例措置別の質問項目）  

 

特例措置番号 １２２８ 

特定事業の名称 民間事業者による公社管理道路運営事業 

特例措置の内容 地方道路公社が PFI 法の規定により公社管理道路運営権を

設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることと

し、民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とす

る。 

 

Ｑ１～８は、特区認定を受けた＜地方公共団体＞ 

Ｑ９～１６は、運営権を移管した＜道路公社＞ 

Ｑ１７～２４は、本特定事業を実施している＜運営権者＞ 

 への質問です。 
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Ｑ１ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業の平成 29年度から令和２年度までの各年度における実績・成果を

記入願います。 

 ・運営権対価（目標、目標の根拠、実績） 

 ・通行台数（同上） 

 ・維持管理・運営業務の要求水準が達成されたか 

 ・利便施設等運営業務の要求水準が達成されたか 
 

Ｑ２ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業により、地域経済に好影響がありましたか。具体的にご記入下さ

い。 

 

Ｑ３ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業により、対象道路の交通状況はどのように変わりましたか。具体的

にご記入下さい。 

 

Ｑ４ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業により、対象道路の周辺地域は活性化されましたか。具体的にご記

入下さい。 

 

Ｑ５ ＜地方公共団体 への質問＞ 

仮に、本特定事業を全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）する

場合、どのようなことが考えられますか。特に以下に示す観点から具体的にご

記入ください。 

 ・貴地域以外で実施しても質問票１のＱ２及び本票Ｑ１～４で回答された

効果・問題等が発生するか 

 ・貴地域にどのような影響（メリット・デメリット）があるか 

 

Ｑ６ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業の活用に関し、他の自治体、道路管理公社等から実施状況の問い合

わせ、ヒアリングや視察の依頼等はありましたか。ある場合、当該内容の概要

についてご教示ください。 

 

Ｑ７ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業の実施により、不適切な道路等設備の保全等、弊害は生じていま

せんか。 
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Ｑ８ ＜地方公共団体 への質問＞ 

本特定事業に関して、道路利用者、周辺住民や事業の関係者（公社・運営権者

を除く）から意見が寄せられていましたらご記入下さい。（所属・氏名非公表） 

Ｑ９ ＜道路公社 への質問＞ 

本特定事業により、貴公社の財政に好影響がありましたか。具体的にご記入下

さい。 

 

Ｑ１０ ＜道路公社 への質問＞ 

運営権の譲渡により、道路管理の質や効率性がどのように向上しましたか。具

体的にご記入ください。 

 

Ｑ１１ ＜道路公社 への質問＞ 

運営権の譲渡により、Ｑ９及びＱ１０の回答以外に貴公社の事業全般に好影

響がありましたか。具体的にご記入ください。 

 

Ｑ１２ ＜道路公社 への質問＞ 

運営権の譲渡により生じている又は懸念される問題点はありますか。具体的

にご記入ください。 

 

Ｑ１３ ＜道路公社 への質問＞ 

仮に、本特定事業を全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）す

る場合、Ｑ９～１２で回答された効果や問題等が同様に発生すると考えられ

ますか。また、それ以外の効果等が発生すると考えられますか。ご自由にご

記入ください。 

 

Ｑ１４ ＜道路公社 への質問＞ 

道路運営権者と事前に取り決めた内容以外の事象が発生し、調整等を行った

ものがありますか。ある場合は、具体的な事象の内容、調整方法、調整結果、

調整が難しかった点についてご記入下さい。 

Ｑ１５ ＜道路公社 への質問＞ 

需要変動の他に、災害や景気変動等、事業の計画として減収となる期間が想定

された場合、運営権者との費用負担についてはどのように調整することとし

ていますか。また、その費用負担が貴公社の事業に及ぼす影響の有無につい

て、ご教示ください。 

 

Ｑ１６ ＜道路公社 への質問＞ 
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本特例事業に関して、道路利用者、周辺住民や事業の関係者（運営権者を除く）

から意見が寄せられていましたらご記入下さい。（所属・氏名非公表） 

Ｑ１７ ＜運営権 者への質問＞ 

本特定事業により、貴社の財政に好影響がありましたか。具体的にご記入下

さい。 

 

Ｑ１８ ＜運営権 者への質問＞ 

運営権取得後、道路管理業務について改善を図った点はどのようなところで

すか。また、その効果はどのように現れていますか。具体的にご記入ください。 

 

Ｑ１９ ＜運営権者 への質問＞ 

運営権取得後、ＰＡ等のサービス業務について改善を図った点はどのような

ところですか。また、その効果はどのように表れていますか。具体的にご記入

ください。 

 

Ｑ２０ ＜運営権者 への質問＞ 

地方道路公社と事前に取り決めた内容以外の事象が発生し、調整等を行った

ものがありますか。ある場合は、具体的な事象の内容、調整方法、調整結果、

調整が難しかった点についてご記入下さい。 

 

Ｑ２１ ＜運営権者 への質問＞ 

需要変動の他に、災害や景気変動等、事業の計画として減収となる期間が想定

された場合、地方道路公社との費用負担についてはどのように調整すること

としていますか。また、その費用負担が貴社の事業に及ぼす影響の有無につい

て、ご教示ください。 

 

Ｑ２２ ＜運営権者 への質問＞ 

運営において生じている又は懸念される問題点はありますか。具体的にご記

入ください。 

 

Ｑ２３ ＜運営権者 への質問＞ 

仮に、本特定事業を全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）す

る場合、Ｑ１７～２２で回答された効果や問題等が同様に発生すると考えら

れますか。また、それ以外の効果等が発生すると考えられますか。ご自由に

ご記入ください。 
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Ｑ２４ ＜運営権者 への質問＞ 

道路利用者や周辺住民から本事業に関して意見が寄せられていましたらご記

入下さい。（所属・氏名非公表） 

 

質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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番号 1228
特定事業の名称 民間事業者による公社管理道路運営事業
措置区分 法律
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

・道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第10条第１項、第11条第１項、第15
条第１項等
・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律
第117号）第17条、第22条第１項、第23条第２項

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

地方道路公社は、国土交通大臣の許可を受けて、道路を新設し、又は改築して、料
金を徴収することができることとされており、公社管理道路において料金を収受で
きる主体は、地方道路公社に限定されている。

同意の要件 民間事業者が公社管理道路運営事業を実施することにより、公社管理道路の交通の
利便の増進に支障を生じないことが確認されること。

特例措置に伴い必
要となる手続き

１．公社管理道路運営権を設定した地方道路公社（以下「特定道路公社」とい
う。）は、公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第１項の規定により収受する
利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２．国土交通大臣は、上記１の利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措
置法第23条第１項（第５号に係る部分に限る。）に定める基準等に適合するもので
あると認める場合に限り、上記１の認可をすることができる。
３．上記１の認可については、道路整備特別措置法第10条第６項及び第16条の規定
を準用する。
４．地方道路公社が民間資金法第19条第１項の規定により公社管理道路運営権を設
定する際現に道路整備特別措置法第10条第１項若しくは第４項、第11条第１項若し
くは第４項又は第15条第１項若しくは第４項の規定により許可を受けている料金の
額及びその徴収期間（認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限
る。）は、特定道路公社が上記１により認可を受けて定めた利用料金の上限及びそ
の徴収期間とみなす。
５．特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第23条第２項の規定に
よる届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運
営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、公社の定款に定める
方法で公告しなければならない。
６．特定道路公社は、民間資金法第19条第１項の規定により公社管理道路運営権を
設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価
を徴収しなければならない。
７．特定道路公社は、上記６の対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。特定道路公社は、当該
認可を受けようとするときは、上記１の認可に係る事項との整合性を確保した収支
予算の明細を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
８．国土交通大臣は、上記６の対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路
運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入と併せて、当該公社管理道路
の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用を、当該公社管理道路に係る
利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、上記７
の認可をすることができる。

特例措置の内容 １．地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路（地
方道路公社（地方道路公社法（昭和45年法律第82号）第１条の地方道路公社をい
う。以下同じ。）が道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第10条第１項の許
可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第14条の規定により維持、修
繕及び災害復旧を行い、又は同法第15条第１項の許可を受けて維持、修繕及び災害
復旧を行うものをいう。以下同じ。）の交通の状況及びその近傍に立地する商業施
設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事
業者が公社管理道路運営事業（公社管理道路の運営等（民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「民間資金
法」という。）第２条第６項に規定する運営等をいう。以下同じ。）であって、当
該公社管理道路の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該運営等を行
う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同
じ。）を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図
るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第19条第１項の規定に
より公社管理道路運営権（当該認定に係る公社管理道路運営事業（以下「認定公社
管理道路運営事業」という。）に係る公共施設等運営権（民間資金法第２条第７項
に規定する公共施設等運営権をいう。）をいう。以下同じ。）を設定する場合に
は、道路整備特別措置法第10条第１項、第11条第１項及び第15条第１項の規定にか
かわらず、当該公社管理道路運営権を有する者（以下「公社管理道路運営権者」と
いう。）に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受
させるものとする。
２．地方道路公社は、公社管理道路運営権が設定されることとなる民間事業者を選
定しようとする場合には、認定公社管理道路運営事業に係る実施方針（民間資金法
第５条第１項に規定する実施方針をいう。以下同じ。）に、「構造改革特別区域法
（平成14年法律第189号）第28条の３第10項に規定する公社管理道路運営権の設定
の対価を徴収する旨及びその金額」を定めるものとする。
３．公社管理道路運営権者は、公社管理道路運営事業を開始する前に、実施方針に
従い、地方道路公社と、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表
方法」をその内容に含む認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契
約（民間資金法第22条第１項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。）を締
結しなければならない。
４．公社管理道路運営権者が民間資金法第23条第１項の規定により利用料金を収受
する場合における利用料金は、実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法（平成
14年法律第189号）第28条の３第５項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の
認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で、公社管理道路運営権者が定めるも
のとする。
５．特定道路公社が民間資金法第19条第１項の規定により公社管理道路運営権を設
定した場合における道路整備特別措置法の規定の適用について、必要な技術的読替
えを行う。
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１２２８ 民間事業者による公社管理道路運営事業 

 

１．特例を設ける趣旨 

公社管理有料道路の通行者及び利用者（以下「利用者」という。）の利便の

増進を図るため、地方道路公社（以下「公社」という。）が公社管理道路運営

権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117

号。以下「民間資金法」という。）に基づくコンセッション方式を活用して民

間事業者による公社管理道路の運営を可能とするものです。 

 

２．特例の概要 

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路の

交通の状況及びその近傍に立地する商業施設等の利用の状況に照らし、当該施

設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業を実施する

ことが、当該公社管理道路の利用者の利便の増進を図るため必要であると認め

て内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後

は、当該公社は、民間資金法第 19 条第１項の規定により公社管理道路運営権

を設定する場合には、当該公社管理道路運営権を有する者（以下「公社管理道

路運営権者」という。）に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自

らの収入として収受させるものとします。 

公社管理道路運営権者が収受する利用料金は、民間資金法第５条第１項の規

定に基づき公社が定める実施方針（以下「実施方針」という。）に従い、かつ、

公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた上限の範囲内で、公社管理道路運営

権者が定めるものとします。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）公社管理道路運営事業に係る利用料金の収受（特例措置の内容１）につ

いて 

① 特例措置の適用に当たっては、公社管理道路運営事業の実施主体である

民間事業者及び公社だけでなく、利用者も含めた３者にメリットがある枠

組みを構築することが必要です。このため、特例措置を講ずる目的として

「公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図る」ことを規定する

とともに、特区計画や民間資金法に基づく手続きを通じて、「民間事業者

が公社管理道路運営事業を実施することにより、公社管理道路の交通の利
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便の増進に支障を生じないことが確認されること」を同意の要件としてい

ます。 

② 「公社管理道路」については、公社が道路整備特別措置法（昭和 31 年

法律第７号）第 10 条第１項の許可を受けて新設し、又は改築した道路で

あって、同法第 14 条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は

同法第 15 条第１項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものと

されており、当該特例措置は、民間事業者が自らの判断により道路の新築

又は改築を行うことを許容するものではありません。 

③ 「その近傍に立地する商業施設その他の施設」とは、公社管理道路の近

傍に立地する商業施設（サービスエリアやパーキングエリアを含む。）、レ

クリエーション施設、観光施設、物流施設、空港等をいいます。 

「当該施設を運営する事業と連携して」については、 

    ・民間事業者が公社管理道路の運営とあわせて、パーキングエリアの

商業施設等も運営すること 

    ・近傍の商業施設等の運営者と協議会を開催し、公社管理道路の利用

の促進を図ること 

   など、連携の取組みを幅広く想定しており、民間の運営による公社管理

道路の利用者へのサービスの向上の結果として、道路を通行してこれら

の施設を利用する者が増加し、地域の活性化の実現につながることが期

待されます。 

 

（２）公社管理道路運営権者による供用約款の決定等（特例措置の内容３）に

ついて 

① 公社管理道路運営権者による公社管理道路運営事業の適正な実施につ

いては、民間資金法第 22 条第 1 項の規定により締結する公共施設等運営

権実施契約（以下「実施契約」という。）と、第 28条の規定に基づく指示

等、第 29 条の規定に基づく公共施設等運営権の取消し等を通じて、公社

が公社管理道路運営権者を監督することによって担保することとなりま

す。 

  「供用約款」とは、公社管理道路運営権者と利用者との民事上の契約関

係を規律するものであり、公社管理道路運営権者は、実施契約を締結する

場合には、 

  ・供用約款の決定手続（例：公社に対する事前届出） 
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  ・供用約款の公表方法（例：事業場において公衆に見やすいように掲示） 

  ・利用料金の公表方法（例：事業場において公衆に見やすいように掲示） 

 をその内容に含むものとし、公社は、当該契約に基づき、利用者保護の観

点から適切な内容の供用約款が定められ、利用料金とあわせて公表されて

いる旨を確認等することとなります。 

 

（３）公社管理道路運営権者による利用料金の決定手続（特例措置の内容４、

特例措置に伴い必要となる手続き１～５）について 

  ① 当該特例措置は、民間事業者が、利用料金を自らの収入として収受し

て公社管理道路の運営を行い、民間の創意工夫により当該公社管理道路

の利用者へのサービス向上を図るものであるため、公社管理道路運営権

者は、公社が認可を受けて定めた上限の範囲内で、弾力的に利用料金を

決定することができることとします。 

    その際、公社が定める利用料金の上限及びその徴収期間については、

道路整備特別措置法に定める料金の額の基準のうち上限に係るもの及び

料金の徴収期間の基準と同様の観点から、国土交通大臣が認可により確

認することとするとともに、当該認可に当たって、本来道路管理者であ

る地方公共団体の同意及びその議会の議決を必要とすることとしていま

す。 

  ② 公社が公社管理道路運営権を設定する際現に許可を受けている料金の

額及びその徴収期間については、上記の要件を満たすことが明らかであ

るため、公社が認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間と

みなすこととし、改めて認可手続きを経ることは要しないこととしてい

ます。 

  ③ 公社管理道路運営権者は、公社が認可を受けて定めた上限の範囲内で、

具体的に利用料金を定める場合には、民間資金法第 23条第 2項の規定に

基づき、公社に利用料金の額を事前に届け出る必要があります。当該届

出を受けた公社は、その内容を国土交通大臣及び本来道路管理者である

地方公共団体に通知するとともに、公告しなければならないこととして

います。公告の方法については、公社の定款に定める方法とし、具体的

には、地方公共団体の公報への掲載等を想定しています。 

  ④ 民間事業者の創意工夫による公社管理道路の運営の結果として、利用

料金収入の増加や管理費用の縮減等により生じる収支差については、構
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造改革特別区域法施行令第６条第１項第３号の規定に基づき、利用料金

の上限の設定時と著しく異ならない範囲において、実施契約等に一定の

ルールを設けて、効率的・効果的な事業運営を促すインセンティブとし

て民間事業者に付与することが可能です。 

 

（４）国土交通大臣による運営権対価の額の認可（特例措置の内容２、特例措

置に伴い必要となる手続き６～８）について 

  ① 民間事業者が公社管理道路運営事業を実施する場合において、公社は、

利用者から徴収する料金収入に代わって、公社管理道路運営権者から徴

収する運営権対価収入により、当該公社管理道路の建設債務を償還する

こととなるため、公社は、公社管理道路運営権者から公社管理道路運営

権の設定の対価（以下「運営権対価」という。）を徴収しなければならな

いこととするとともに、国土交通大臣が運営権対価の額を認可すること

により、公社による建設債務の確実な償還を担保することとするもので

す。 

    運営権対価の額の認可基準は、当該額が、公社が収受する当該公社管

理道路に係る占用料等の収入と併せて、公社が要する当該公社管理道路

の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用を利用料金の徴収

期間の満了の日までに償うに足りる場合に限り、認可をすることができ

ることとします。 

  ② 公社は、当該認可を受けようとするときは、利用料金の上限及びその

徴収期間の認可に係る事項との整合性を確保した収支予算の明細を記載

した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならないこととします。

収支予算の明細については、公社管理道路ごと、年度ごとに、徴収する

運営権対価の額、運営権対価を分割払いとする場合の利息の額、一括払

いとする場合の運用益収入の額、占用料等の収入の額、公社と公社管理

道路運営権者がそれぞれ負担する管理費用の額等の内訳を明らかにして

作成するものとします。 

  ③ 公社は、実施方針及び実施契約において、「運営権対価を徴収する旨及

びその金額」を定めることとし、当該契約に基づき確実に運営権対価を

徴収することとします。 

 

（５）その他（特例措置の内容５等） 
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① 当該特例措置に基づき公社管理道路運営権者が収受する「利用料金」に

ついては、道路整備特別措置法における「料金」に係る規定はそのまま適

用されないことから、必要な読替えを行った上で適用することとしていま

す。 

  なお、利用料金を不法に免れた者から収受する割増金を含め、未収の利

用料金については、公社管理道路運営権者が、民事上の手続きで請求する

こととなり、強制徴収の対象にはなりません。 

② 道路整備特別措置法における「料金」以外の規定は、現行どおり適用さ

れます。 

一般的に、道路法による道路の管理における事実行為については、民間

主体に事務委任することが可能であり、公社管理道路運営権者は、民間資

金法に基づき、公社管理道路の運営等に当たって必要な事実行為を行うこ

とが可能です。道路整備特別措置法第 17 条の規定に基づき公社が代行す

る道路管理権限のうち、 

・公権力行使に該当する権限（例：占用許可 等） 

・特別な管理の方法を定める権限（例：共用管理施設管理協議 等） 

・他の行政機関等と関与する権限・手続（例：都道府県公安委員会の意

見聴取・通知 等） 

については、公社管理道路運営事業を実施する場合も引き続き公社が行使

することとなりますが、この場合であってもこれらの権限に係る事実行為

（補助的事務、物理的行為等）を公社管理道路運営権者に委ねることは可

能です。 

また、公社管理道路運営事業を実施する場合であっても、公社管理道路

の管理の最終的な責任を負う主体は引き続き公社であり、道路整備特別措

置法第 46 条第 1 項、第 48 条第 1 項、地方道路公社法第 39 条等の規定に

基づき、国土交通大臣又は都道府県知事は、公社に対し、監督等ができる

こととなっています。 

③ 当該特例措置に関する国土交通大臣の権限は地方整備局長等に委任さ

れているため、認可申請、通知等の必要な手続きは、地方整備局等に対し

て行っていただくこととなります。 

 

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

（１）特区計画（本体） 
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① 特区計画の認定申請は、公社の設立団体である地方公共団体が、単独又

は共同で行うことができます。 

② 「３ 構造改革特別区域の範囲」には、特例措置の対象とする公社管理

道路及びその近傍の地域等を具体的に明示するとともに、「添付書類（１）

区域の図面」において、当該公社管理道路及びその近傍に立地する商業施

設等で公社管理道路運営事業との連携が想定されるものを記載してくだ

さい。 

③ 「４ 構造改革特別区域の特性」には、特例措置の対象とする公社管理

道路の交通の状況、その近傍に立地する商業施設等の利用の状況など、当

該地域において規制の特例措置を講じる必要性を記載してください。 

④ 「７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的

社会的効果」には、特例措置の適用により「公社管理道路の利用者の利便

の増進」として期待される効果について、定量的な表現を用いて、定量的

な指標の根拠や検証方法を明らかにして記載してください。 

 

（２）特区計画（別紙） 

  ① 「２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者」は、公社管理

道路運営権を設定する公社及び公社管理道路運営事業を実施する民間事

業者となります。 

民間事業者については、特例措置の適用を受けて実施される民間資金法

に基づく手続き（民間事業者の選定、実施契約の締結等）を通じて特定さ

れることが想定されるため、「添付書類（２）特定主体の特定の状況」に、

これまでの調整状況、特定する方法、今後の予定等をできる限り具体的に

記載してください。 

また、特区計画の作成に当たり、これら関係者から聴取した意見につい

ては、「添付書類（４）関係者の意見」に記載してください。 

  ② 「５ 当該規制の特例措置の内容」には、 

・特例措置の必要性や要件適合性を認めた根拠（例：公社管理道路の交

通の状況、公社管理道路の近傍に立地する商業施設等の利用の状況、

当該商業施設等を運営する事業との連携として想定される内容及び

その確認方法） 

・特例措置に伴い必要となる手続の実施方法 

・「同意の要件」で求められている弊害の防止措置の内容（例：公社管
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理道路の交通の利便の増進に支障を生じないことの確認方法） 

   など、特例措置を適用するために必要な内容を記述してください。 

  ③ 「添付書類（３）工程表」については、民間資金法に基づく手続き（実

施方針の策定・公表、特定事業の選定、民間事業者の公募・選定、実施

契約の締結、公社管理道路運営事業の開始等）に関するスケジュールが

明らかになるように記述してください。 

 

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

  特になし 
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番号 都道府県名 市町村名 実施主体 区域の範囲 内容
規制の特
例措置の

番号

規制の特例措置の
名称

実施時期

1 愛知県 －

区域計画の認定後、愛
知県道路公社から、民
間資金等の活用による
公共施設等の整備等
の促進に関する法律
（ＰＦＩ法）に基づく公共
施設等運営権を付与さ
れた民間事業者

名古屋市、半田市、碧南市、
豊田市、常滑市、東海市、大
府市、知立市、日進市、長久
手市、阿久比町、東浦町、南
知多町、美浜町、武豊町の区
域
（※上記の有料道路８路線が
所在する市町の区域）

愛知県道路公社が管理する有料道路８路
線※について、公社管理道路運営権を設定
し、利用料金を自らの収入として収受させる
等、民間事業者による公社管理道路運営
事業を実施する。
※ 知多半島道路、南知多道路、知多横断
道路、中部国際空港連絡道路、衣浦トンネ
ル、猿投グリーンロード、衣浦豊田道路、名
古屋瀬戸道路

1228
・事業者による公社
管理道路運営事業

平成 28 年度より
実施

国家戦略特別区域で活用している計画の一覧
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参考資料１ 

 

構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 委員名簿 
 

 

（令和３年 10月６日 現在） 

氏  名 職 業 等 

ふじむら ひろゆき 

◎ 藤村 博之 
法政大学経営大学院教授 

しまもと こうじ 

○ 島本 幸治 

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 

代表取締役社長 

いわさき くみこ 

岩崎 久美子 
放送大学教養学部教授 

くどう ひろこ  

工藤 裕子 
中央大学法学部教授 

わたなべ こういちろう 

渡邊 浩一郎 
公認会計士 

 

※ ◎は委員長、○は委員長代理 

 



参考資料２ 

構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会専門部会 委員名簿 
 

（令和３年 10月６日 現在） 
 

医療・福祉・労働部会 
 

氏  名 職 業 等 

ふじむら ひろゆき 

◎ 藤村 博之 
法政大学経営大学院教授 

いわさき くみこ 

○ 岩崎 久美子 
放送大学教養学部教授 

わたなべ こういちろう 

渡邊 浩一郎 
公認会計士 

 

※ ◎は部会長、○は部会長代理 



参考資料２ 

教育部会 
 

氏  名 職 業 等 

いわさき くみこ 

◎ 岩崎 久美子 
放送大学教養学部教授 

しまもと こうじ 

○ 島本 幸治 

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 

代表取締役社長 

くどう ひろこ 

工藤 裕子 
中央大学法学部教授 

 

※ ◎は部会長、○は部会長代理 

  



参考資料２ 

地域活性化部会 
 

氏  名 職 業 等 

しまもと こうじ 

◎ 島本 幸治 

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 

代表取締役社長 

くどう ひろこ 

○  工藤 裕子 
中央大学法学部教授 

わたなべ こういちろう 

渡邊 浩一郎 
公認会計士 

 

※ ◎は部会長、○は部会長代理 
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構造改革特別区域基本方針（抄） 

 

平成 15 年１月 24 日閣議決定 

令和３年７月６日最終改正 

 

２．構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針 

（１）基本理念 

③評価の実施 

さらに、特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見

込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、その実施状況に基づき

評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが

必要である。したがって、規制の特例措置の評価において、特段の問

題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を

推進していくことを原則とする。 

特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を

行った場合に発生する弊害と効果により、判断するものとする。 

規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現

している規制改革について、構造改革特別区域計画（以下「特区計画」

という。）の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、

政令又は主務省令（告示を含む。以下同じ。）（以下「法令」という。）

の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革の成果を享受できる

よう措置することである。 

一方、地域性が強い規制の特例措置については、特区において当分

の間存続させることとする。 

地域性が強い規制の特例措置とは、特区として認定を受けて実施さ

れることにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口

というよりは、地域活性化策として意義が大きいものである。 

評価に当たっては、円滑な実施の観点から、供給者の視点のみなら

ず、消費者・需要家の視点をより重視して、規制の特例措置の要件、手

続、関連する規制等について、更なる提案を募集することなどにより、
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特区における実施状況等を踏まえて、必要な見直しを行うものとする。 

  なお、総合特別区域法（平成 23年法律第 81号）第 14条の２第４項

又は同法第 37 条の２第４項の適用を受けた規制の特例措置について、

適用を受ける同法第 12 条第１項に規定する国際戦略総合特別区域計

画又は同法第 35 条第１項に規定する地域活性化総合特別区域計画が

認定されている場合には、その実施状況に基づき評価を行う。 

 また、国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第 10 条第４

項又は第５項の適用を受けた規制の特例措置について、適用を受ける

同法第８条第１項に規定する区域計画が認定されている場合には、そ

の実施状況に基づき評価を行う。 

さらに、規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法（平

成 17年法律第 24号）第５条第４項第 15号に規定する事項について地

域再生計画に記載され、同法第 17 条の 61 の規定に基づき特区計画の

認定があったとみなされた場合には、当該規制の特例措置について、

その実施状況に基づき評価を行う。 

 

④評価・調査委員会 

このような基本理念に基づき、特区制度を推進するために、構造改

革特別区域推進本部（以下「本部」という。）に、有識者からなる評

価・調査委員会が設置されている。この委員会では、規制の特例措置

の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措

置について、構造改革特別区域推進本部長（以下「本部長」という。）

に意見を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措

置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重

要事項について調査審議する。 

 

（２）提案の募集に関する基本方針 

③評価・調査委員会による調査審議 

ⅰ）本部長の諮問 

本部長は、内閣府と関係府省庁との調整によっては実現しなかっ

た提案のうち、経済的及び社会的に意義があり、専門的知見を活用
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し、又は情勢の推移を踏まえて更に検討を深めることにより、新た

に地域の特性に応じた規制の特例措置を講ずることができる可能性

があるものについて、評価・調査委員会に諮問することとする。 

なお、本部長は、提案のほか、他の関係機関から特区において規

制の特例措置を講ずべき事項について検討を要請された場合には、

この事項についても評価・調査委員会に諮問することができる。 

 

ⅱ）調査審議の方法 

評価・調査委員会で提案について調査審議する場合には、迅速か

つ適確に調査審議を行うため、必要に応じて、提案者、関係府省庁、

有識者等からの意見聴取又は現地調査を実施できるものとする。 

 

ⅲ）意見の扱い 

本部は、評価・調査委員会から本部長に意見が提出された場合に

は、上記②ⅰ）のア）～ウ）及びⅱ）の基準に基づき、評価・調査委

員会の意見に関する対応方針を決定するものとする。 

 

（３）評価に関する基本方針 

①評価のスケジュール 

毎年度原則として２月末までに行うものとする。 

 

②評価基準 

ⅰ）規制の特例措置の在り方に関する評価基準 

規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。 

ア）全国展開 

以下のいずれかの場合。ただし、イ）又はウ）の基準に該当する

場合を除く。 

ａ 弊害が生じていないと認められる場合 

ｂ 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直

すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された

予防等の措置について特区における検証を要さないと認めら
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れる場合 

ｃ 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を

全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きい

と認められる場合 

イ）特区において当分の間存続 

地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施される

ことにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突

破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められ

る場合 

ウ）拡充 

規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか

等の観点からの提案（以下「拡充提案」という。）等に基づき、規

制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、

当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を

要すると認められる場合 

エ）是正 

弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直す

ことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防

等の措置について特区における検証を要すると認められる場合 

オ）廃止 

弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見

直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合 

 

ⅱ）関連する規制等の改革に関する評価基準 

また、当該規制の特例措置に関連する規制等の改革について、関

連する規制等が妨げとなっていないか等の観点からの提案（以下「関

連提案」という。）等があった場合には以下の基準により評価を行

う。 

ア）提案の募集に基づき講ずることとなった措置 

ａ 特区において講ずることとなった規制の特例措置 
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ｂ 全国で実施することとなった規制改革 

ｃ その他提案を実現するための措置 

イ）関係府省庁において今後前向きに検討を進める規制等の改革 

 

③評価時期の設定 

評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見込まれ

る時期、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制

の特例措置ごとに設定するものとする。 

そのため、関係府省庁の長は、規制の特例措置について、適用され

る特区計画が初めて認定された場合には、当該特区計画における目標、

特定事業の内容、開始の日等を踏まえ、当該特区計画の認定から１か

月以内に調査スケジュールを作成し、本部に提出しなければならない。 

評価・調査委員会は、関係府省庁から提出された調査スケジュール

を踏まえ、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した上で、規制の

特例措置の評価時期を検討し、本部長に意見を提出するものとする。 

本部長は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、規制の特例措置の評

価時期を決定するものとする。 

 

④拡充提案・関連提案の募集 

評価を予定する規制の特例措置について、拡充提案及び関連提案を

募集するものとする。 

そのため、内閣府は、当該規制の特例措置の評価が開始されるまで

の間に、その旨を公表し、提案を募集する。その際、地方公共団体に対

して、積極的な提案を促すことに努めるものとする。 

拡充提案及び関連提案については、通常の提案と同じ検討基準及び

検討プロセスにより処理するものとし、その結果について、内閣府は、

評価・調査委員会に報告するものとする。 

 

⑤ニーズ調査の実施 

評価を予定する規制の特例措置のうち実施が少ないものについては、

評価に至る前に、内閣府は、更なる実施の可能性について調査（以下
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「ニーズ調査」という。）を行うものとする。 

評価・調査委員会は、ニーズ調査の結果、実施の増加が見込まれず、

また、拡充提案がない規制の特例措置については、予定していた評価

を行わないことができるものとし、その場合には、関係府省庁にその

旨通知するものとする。その際、内閣府は、あらかじめ関係府省庁の

意見を求め、その結果を評価・調査委員会に報告するものとする。 

また、評価を予定する規制の特例措置のうち、活用実績が無いもの

については、内閣府はニーズ調査を行わないことができるものとする。 

 

⑥評価の方法 

関係府省庁の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、

③で決定された評価時期に、法第 47条第１項に基づき規制の特例措置

の適用状況について調査を行い、その結果を本部に報告しなければな

らない。 

関係府省庁の長は、調査に当たって、規制の特例措置による弊害の

発生の有無に基づき、全国展開により発生する弊害について立証責任

を有するものとし、また、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最

大限把握するものとする。 

この関係府省庁の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の

特例措置を全国展開することによる効果、地域性が強い規制の特例措

置かどうか等について独自の調査を行うものとする。 

評価・調査委員会は、これらの結果等を踏まえ、規制の特例措置に

関する評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。本部は、評

価・調査委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。 

 

ⅰ）調査票の作成 

評価に当たって、評価・調査委員会は、評価を予定する規制の特

例措置について、評価の開始の３か月前までに関係府省庁に通知す

るものとする。通知を受けた関係府省庁は、評価の開始の２か月前

までに調査の内容、方法及び対象を記載した調査票を作成して評価・

調査委員会に提出しなければならない。 
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評価・調査委員会は、関係府省庁の調査票を踏まえて、評価・調査

委員会の調査票を作成するものとする。その際、評価・調査委員会

は、必要に応じて関係府省庁の調査票に対して意見を述べるものと

する。 

 

ⅱ）調査結果の取りまとめ 

評価の対象となった規制の特例措置について、これらの調査票は、

調査の対象となる規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けてい

る地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）、実施主体又

は関係者に対して時間的余裕を持って周知するものとし、調査結果

は、評価の開始から２か月後までに取りまとめるものとする。なお、

評価・調査委員会は、独自の調査に当たっては、認定地方公共団体、

実施主体又は関係者からの意見聴取又は現地調査を実施できるもの

とする。 

関係府省庁は、弊害について調査・報告する場合においては、そ

の弊害の予防のための運用の改善及び是正措置の可能性等も併せて

報告するよう努めるものとする。 

 

ⅲ）評価意見の提出 

評価・調査委員会は、関係府省庁の長の調査結果及び独自の調査

結果を踏まえ、また、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した

上で、②の評価基準に基づき評価を行い、本部長に意見を提出する

ものとする。 

本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、②の基準に基づき、評

価に関する対応方針を決定する。 

 

⑦総合特区において適用された規制の特例措置の評価 

総合特別区域法第 14 条の２第４項又は同法第 37 条の２第４項の適

用を受けた規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥ま

での事項に準じて評価を行うものとする。 
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⑧国家戦略特区において適用された規制の特例措置の評価 

国家戦略特別区域法第 10 条第４項又は第５項の適用を受けた規制

の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じ

て評価を行うものとする。 

 

⑨地域再生計画に記載され特区計画の認定があったとみなされた場合

の規制の特例措置の評価 

規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法第５条第４

項第 15号に規定する事項について地域再生計画に記載され、特区計画

の認定があったとみなされた場合の当該規制の特例措置について評価

を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。 

 

（５）関係府省庁の対応状況のフォローアップに関する基本方針 

内閣府は、提案を受けて全国で実施された規制改革及び現行制度で対

応可能と判断された事項並びに全国展開された規制の特例措置について、

その実施に当たり問題が生じていないかフォローアップ調査を行い、問

題が生じている場合には、関係府省庁と調整を行う。 

また、内閣府は、関係府省庁との調整によっては実現しなかった提案

について、関係府省庁の協力を得つつ、定期的にフォローアップを行い、

実現に向けた取組が成されるものについては、内閣府のホームページに

掲載するとともに、当該提案をした者に対し通知する。 

 

（６）構造改革実現のための窓口機能の強化と関連する施策との連携に

関する基本方針 

②国家戦略特区制度との連携 

 構造改革の推進のため、国家戦略特区制度と相互の有機的な連携を

図るものとし、国家戦略特別区域法第５条第７項の規定による募集に

応じ行われた提案であって、同法第 38条の規定に基づき、構造改革の

推進等に資するものとして法第３条第４項に規定する提案とみなされ

たものについては、同項の規定に基づき、必要な措置を講ずることと

する。 
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３．特区計画の認定に関する基本的な事項 

（１）特区計画の認定に関する基本方針 

⑩認定特区計画の実施の状況の調査及び措置要求 

規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか、特区計

画に記載されているような効果をあげているか、について調査し、必

要に応じて規制の特例措置の是正又は廃止や、特区計画の改善の要求

又は認定の取消しに係る判断の材料とする。 

このため、内閣総理大臣は、必要に応じて認定地方公共団体におけ

る特区計画の実施の状況について調査を行い、特区計画の変更等が必

要であると認められる場合には、法第８条第１項に基づく措置を講ず

るものとする。なお、内閣総理大臣が法第８条第１項に基づく措置を

講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるもの

とする。 

また、関係府省庁の長は、必要に応じて規制の特例措置の実施状況

について調査を行い、当該規制の特例措置の適正な適用を地方公共団

体に求めることが必要であると認められる場合には、法第８条第２項

に基づく措置を講ずるものとする。なお、関係府省庁の長が法第８条

第２項に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員

会の意見を求めるものとする。 

 

⑪認定特区計画の取消し 

法第８条第１項又は第２項に基づく措置等にもかかわらず、規制の

特例措置の実施による弊害等の発生が認められること、規制の特例措

置の効果が認められないこと等により、特区計画の認定の取消しが必

要な場合には、内閣総理大臣は当該地方公共団体に対して法第９条に

基づく措置を講ずるものとする。内閣総理大臣が法第９条に基づく措

置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求める

ものとする。 

 

４．構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画 

（２）評価等に基づき政府が講ずることとなった措置 
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①全国展開することとなった規制の特例措置 

特区で実施する規制の特例措置について、本部において上記２．（３）

②ⅰ）ア）の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び

関係府省庁が自ら全国展開するとしたものについては、別表１から削

除するとともに、実施時期、全国展開の実施内容を明示して、別表２

として決定し、必要な法令の改正等を行うものとする。なお、関係府

省庁が自ら全国展開しようとする場合には、内閣府は必要に応じて関

係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と別表２の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要の調整を行

うものとする。 

上記法令の改正等に当たって、関係府省庁は、既に認定されている

特区計画において実施されている規制の特例措置について、実施主体

に対して新たな許認可の申請を求めない等の実施の継続が円滑に行わ

れるよう措置しなければならない。 

なお、関係府省庁は、別表２に定める事項及びこの内容に合致して

定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しな

いものとする。 

 

②拡充、是正又は廃止等をすることとなった規制の特例措置 

本部において２．（３）②ⅰ）ウ）、エ）又はオ）の評価基準に基づ

き評価の対応方針が決定されたもの及び関係府省庁が自ら拡充すると

したものについては、別表１を改定するとともに、必要な法令の改正

等を行うものとする。なお、関係府省庁が自ら拡充しようとする場合

には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会に

その旨報告するものとする。また、規制の特例措置の前提となる制度

自体が廃止又は抜本的に変更されることにより、規制の特例措置の必

要性もなくなる場合には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに

評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と改定される別表１の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要
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の調整を行うものとする。 

なお、関係府省庁は、別表１に定める事項及びこの内容に合致する

よう定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加

しないものとする。 

 

③関連する規制等の改革 

本部において規制の特例措置に関連する規制等の改革を実施するも

のとして評価に関する対応方針が決定された場合及び関係府省庁が自

ら関連する規制等の改革を実施するとした場合は、特区において講ず

るものについては上記（１）①と同様の取扱いを、全国で実施するも

のについては上記（１）②と同様の取扱いを、その他のものについて

は上記（１）③と同様の取扱いを、それぞれ行うものとする。なお、関

係府省庁が自ら関連する規制等の改革を実施しようとする場合には、

内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨

報告するものとする。 

 

（３）透明性の確保 

特区制度の運用に当たっては、制度の各プロセスにおいて、第三者の

目を通じた客観的な評価を可能とするため、インターネット等を活用し、

関係資料をできる限り公開することとする。 

具体的には、提案の募集・検討に関する事務、関係府省庁との調整状

況、規制の特例措置の追加等に関する基本方針の変更、特区の認定に関

する事務、規制の特例措置の評価等に関係する会議の構成員、会議資料、

議事録等に関する資料については、本部のホームページ等を活用し、迅

速に公開することを原則とする。 




